
平成2 0年度の献血の推進に関する計画く案l

前文

一 本計画は,安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律く昭和三十-年法律第百

六十号o以下r法Jというo J第十条第-項の規定に基づき定める平成二十年度の献血L

の推進に関する計画であり,血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための

基本的な方針く平成十五年厚生労働省告示第二百七号.以下r基本方針Jというo lに

J基づくものである.

第1節.平成20年度に献血により確保すべき血液の目標量

.平成2 0年度に必要と見込まれる輸血用血液製剤の量は,全血製剤o. 1万リットルー
しょう

赤血球製剤47万リットルl血小板製射1 5万リットルl血衆製剤22万リットルで

あり1それぞれ0. 1万リットル, 48万リットル1 15万リットル, 22万リットル

が製造される見込みであるo
しよう

.さらに,確保されるべき原料血衆の量の目標を勘案すると,平成20年度に臥全
血採血により1 30万リットル及び成分採血により6 7万リットルく血小板採血3 1万

しょう

リットル及び血衆採血36万リットルIの計1 97万iJlットルの血液を献血により確

保する必要があるo

第2節 前節の目標量を確保するために必要な措置に関する事項

前年度までの献血の実施状況とその評価を踏まえ1平成2 0年度の献血推進計画にお

ける具体的な措置を以下のように定めるo

1献血に関する普卑啓発活動の実施

.国は,都道府臥市町村く特加区を含むo以下同じo l l採血事業者等の関係者の

協力を得てl献血により得られた血液を原料とした血液製剤の安定供給を確保し-そ

の国内自給を推進するとともに,広く国民に対し1治療に必要な血液製剤の確保が善

意の自発的な献血によって支えられていることを含めl献血に関する理解と協カを求

.めるため,教育及び啓発を行う.
. .都道府県及び市町村は,国ー採血事業者等の関係者の協力を得て,より多くの住民

の献血-の参加を促進するため,地域の実情に応じた啓発を行うことにより,献血-

の関心を高めることが必要である.

.採血事畢者は,臥都道府臥市町村等の関係者の協力を得て,献血者が継続して
献血に協力できる環境の整備を行うことが重要であるoこのためへ臥都道府臥,市
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